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の
所
在
地
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十

四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
十
二
条
の
五
前
段
の
規
定
に
よ
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年
法
律
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百
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第
四
十
一
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第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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又
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青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

介
護
保
険
法

(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名

称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成24年３月26日 月曜日 第3518号3

医
療
法
人
光

和
会

む
つ
市
新
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一
〇

の
四
六

通
所
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護

に
こ
に
こ
デ

イ
サ
ー
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近
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む
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市
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奥
内
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近
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八
の
三
九
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事
業
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事
務
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地

名
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在

地
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福
祉
法
人

博
陽
会

弘
前
市
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小
沢

字
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四
四
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九

希
望
ヶ
丘
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

弘
前
市
大
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沢

字
山
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四
四
の
九

平
成

��･

�･

�

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所
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護
予
防

サ
ー
ビ
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の
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称

所
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ス
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業

者
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福
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サ
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業
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事

業

所
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分
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称
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た
る
事
務

所
の
所
在
地
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福
祉

サ
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ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

介
護
２
４

あ
お
も
り

変
更
後

合
同
会
社
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ラ
ー
レ

青
森
市
小
柳

五
丁
目
一
三

の
一

居
宅
介
護

ク
ラ
ー
レ

福
祉
事
務

所

青
森
市
小
柳

五
丁
目
一
三

の
一

平
成

��･

�･

��

変
更
前

介
護
２
４

あ
お
も
り

変
更
後

合
同
会
社
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青
森
市
小
柳

五
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目
一
三

の
一

重
度
訪
問

介
護

ク
ラ
ー
レ

福
祉
事
務

所

青
森
市
小
柳

五
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目
一
三

の
一

〃

変
更
前

む
つ
市
小
川

町
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丁
目
三

の
三

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
み
ち

の
く
福
祉

会

む
つ
市
大
字

奥
内
字
大
室

平
九
一
の
一

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
陽
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わ
り
荘

む
つ
市
金
谷
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目
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八
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一
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青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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後
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式
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・
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―

ｏ
ｆ
ｆ
ｉ

ｃ
ｅ
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森
市
浪
岡

大
字
銀
字
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田
六
二
の
一

居
宅
介
護

訪
問
介
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
Ｋ
・

Ｓ
―
ｏ
ｆ

ｆ
ｉ
ｃ
ｅ

弘
前
市
大
字

中
野
五
丁
目

二
五
の
一

��

･

�･

��

変
更
前

弘
前
市
大
字

中
野
五
丁
目

二
五
の
五

変
更
後

株
式
会
社

Ｋ
・
Ｓ
―

ｏ
ｆ
ｆ
ｉ

ｃ
ｅ

青
森
市
浪
岡

大
字
銀
字
杉

田
六
二
の
一

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
Ｋ
・

Ｓ
―
ｏ
ｆ

ｆ
ｉ
ｃ
ｅ

弘
前
市
大
字

中
野
五
丁
目

二
五
の
一

〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
忠
悠
福
祉

会

青
森
市
大
字
新
城

字
福
田
七
九
の
二

居
宅
介
護

指
定
居
宅
介

護
事
業
等
事

業
所
せ
ん
じ

ゅ
園

青
森
市
大
字
新
城

字
福
田
七
九
の
二

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
忠
悠
福
祉

会

青
森
市
大
字
新
城

字
福
田
七
九
の
二

重
度
訪
問

介
護

指
定
居
宅
介

護
事
業
等
事

業
所
せ
ん
じ

ゅ
園

青
森
市
大
字
新
城

字
福
田
七
九
の
二

〃

社
会
福
祉
法

人
聖
康
会

弘
前
市
大
字
独
狐

字
山
辺
一
八
三

知
的
障
害

者
入
所
更

生
施
設

知
的
障
害
者

更
生
施
設
さ

く
ら
園

弘
前
市
大
字
独
狐

字
山
辺
一
八
三

〃

社
会
福
祉
法

人
聖
康
会

弘
前
市
大
字
独
狐

字
山
辺
一
八
三

短
期
入
所

知
的
障
害
者

更
生
施
設
さ

く
ら
園

弘
前
市
大
字
独
狐

字
山
辺
一
八
三

〃

社
会
福
祉
法

人
至
誠
会

十
和
田
市
大
字
大

不
動
字
山
中
一
二

の
一

知
的
障
害

者
入
所
更

生
施
設

一
誠
園

上
北
郡
七
戸
町
字

後
平
五
九
七
の
一

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
至
誠
会

十
和
田
市
大
字
大

不
動
字
山
中
一
二

の
一

短
期
入
所

一
誠
園

上
北
郡
七
戸
町
字

後
平
五
九
七
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
愛
和
会

西
津
軽
郡
深
浦
町

大
字
広
戸
字
家
野

上
一
〇
一
の
二
八

四

知
的
障
害

者
通
所
授

産
施
設

知
的
障
害
者

授
産
施
設
ゆ

き
あ
い
の
里

西
津
軽
郡
深
浦
町

大
字
広
戸
字
家
野

上
一
〇
一
の
二
八

四

〃

社
会
福
祉
法

人
明
和
会

む
つ
市
大
字
田
名

部
字
赤
川
ノ
内
並

木
一
四
の
二
四
五

身
体
障
害

者
療
護
施

設

身
体
障
害
者

療
護
施
設
と

な
み
療
護
園

む
つ
市
大
字
田
名

部
字
赤
川
ノ
内
並

木
一
四
の
二
四
五

〃

社
会
福
祉
法

人
明
和
会

む
つ
市
大
字
田
名

部
字
赤
川
ノ
内
並

木
一
四
の
二
四
五

生
活
介
護

と
な
み
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

む
つ
市
大
字
田
名

部
字
赤
川
ノ
内
並

木
一
四
の
二
四
五

〃

医
療
法
人
社

団
清
泉
会

五
所
川
原
市
字
芭

蕉
四
八
の
二

短
期
入
所

医
療
法
人
社

団
清
泉
会
ラ

・
プ
リ
マ
ベ

ラ

五
所
川
原
市
字
芭

蕉
四
八
の
二

��

･

�･

�

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ

っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
大
字
羽
白
字
富
田
一
九
〇
の
四

青
森
農
業
協
同
組
合

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
売
り
さ
ば
き
場
所

青
森
市
筒
井
一
丁
目
五
の
一
〇

２

変
更
後
の
売
り
さ
ば
き
場
所

青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
六
一
の
六
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東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
今
津
才
の
神
三
八

福
井

隆
幸

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
平
舘
今
津
間
沢
一
七
の
一

小
山
内

和
治

外
ヶ
浜
第
五
区
域

外
ヶ
浜
漁
業
協

同
組
合
の
地
区

の
う
ち
、
字
平

舘
今
津
釜
の
沢
、

字
平
舘
今
津
才

の
神
、
字
平
舘

今
津
尻
高
、
字

平
舘
尻
高
川
、

字
平
舘
今
津
間

沢
の
区
域

小
型
定
置
漁
業
と

底
建
網
漁
業
を
併

せ
営
む
漁
業

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
泊
字
大
村
元
八
七

入
江

勝
弘

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
泊
字
大
村
元
六
三

本
田

鶴
夫

竜
飛
今
別
第
三
区

域
竜
飛
今
別
漁
業

協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
今

別
町
大
字
大
泊

の
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
�
鳴
神
九
四
番
地

伊

藤

�

雄

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
今
別
字
今
別
三
七
番
地
野

土

一

公

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
砂
ヶ
森
字
砂
村
元
四
五
番
地
二

蝦

名

正

�

竜
飛
今
別

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
八
戸
営
業

部
ユ
ニ
バ
ー
ス
南
類
家
店
出
張
所

八
戸
市
南
類
家
二
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
田
向
支
店

八
戸
市
青
葉
三
丁
目



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥

入
瀬
川
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

上
北
地
域
県
民
局
長

五
十
嵐

昭

彦

青
森
県
営
農
大
学
校
告
示
第
一
号

青
森
県
営
農
大
学
校
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
短
期
の
研
修
を
行
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
営
農
大
学
校
長

小

野

智

栄

一

研
修
の
種
類
、
期
間
、
受
講
者
の
定
員
等

１

農
業
機
械
利
用
技
能
者
育
成
研
修
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
四
〇
六
の
三

小

野

修

一

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
四
〇
六
の
六

伊

藤

鉄

雄

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
榊
原
一
三
二
の
二
二

山

�

清

則

新
深
浦
町

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

監

事

沼
端

剛

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
東
後
谷
地
七
一

平
成
��･

�･

��

研
修
の
種
類

期

間

受
講
者
の

定

員

受
講
対
象
者

摘

要

指
導
農
業
機

械
士
養
成
研

修

平
成
二
十
五
年
一
月

二
十
八
日
か
ら
同
年

二
月
一
日
ま
で

十
人

農
業
機
械
士
認
定
者

指
導
農
業
機
械

士
技
能
検
定
試

験
受
験
資
格
取

得

農
業
機
械
士

養
成
研
修

平
成
二
十
四
年
八
月

二
十
日
か
ら
同
月
二

十
四
日
ま
で

三
十
五
人

平
成
二
十
四
年
九
月

三
日
か
ら
同
月
七
日

ま
で

三
十
五
人

青
森
県
営
農
大
学
校

生

平
成
二
十
四
年
十
一

月
二
十
六
日
か
ら
同

月
三
十
日
ま
で

二
十
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

農
業
機
械
士
技

能
検
定
試
験
受

験
資
格
取
得

農
業
機
械
整

備
研
修

平
成
二
十
四
年
十
一

月
二
十
一
日

十
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

ト
ラ
ク
タ
ー
の

点
検
整
備
及
び

修
理

農
作
業
安
全

研
修

平
成
二
十
四
年
七
月

三
十
日
か
ら
同
年
八

月
三
日
ま
で

十
二
人

平
成
二
十
四
年
八
月

二
十
七
日
か
ら
同
月

三
十
一
日
ま
で

六
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

大
型
特
殊
自
動

車
免
許
又
は
け

ん
引
免
許

(

い

ず
れ
も
農
耕
車

限
定)

の
受
験



( )

２

新
規
就
農
チ
ャ
レ
ン
ジ
研
修

(

新
規
就
農
チ
ャ
レ
ン
ジ
デ
ュ
ア
ル
教
育)

二

所
要
経
費

次
の
経
費
は
、
受
講
者
の
負
担
と
す
る
。

１

テ
キ
ス
ト
代
、
農
作
業
実
習
経
費

２

ト
ラ
ク
タ
ー
を
使
用
す
る
研
修
の
受
講
者
は
、
研
修
に
使
用
す
る
燃
料
等
の
実
費
相
当
額

３

宿
泊
す
る
場
合
は
、
食
費
、
洗
濯
代
、
暖
房
費

(

十
一
月
か
ら
二
月
の
間)

、
諸
経
費
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平
成
二
十
四
年
九
月

十
日
か
ら
同
月
十
四

日
ま
で

十
二
人

平
成
二
十
四
年
十
月

十
五
日
か
ら
同
月
十

九
日
ま
で

十
二
人

平
成
二
十
四
年
十
一

月
五
日
か
ら
同
月
九

日
ま
で

十
二
人

特
別
研
修

市
町
村
長
又
は
農
業

関
係
団
体
の
長
と
協

議
の
上
、
そ
の
都
度

実
施
す
る
。

若
干
名

各
市
町
村
長
又
は
農

業
関
係
団
体
の
長
と

協
議
の
上
、
そ
の
都

度
決
定
す
る
。

受
講
品
目

期

間

受
講
者
の

定

員

受
講
対
象
者

摘

要

施
設
野
菜
、

施
設
花
き

平
成
二
十
四
年
五
月

か
ら
平
成
二
十
五
年

二
月
ま
で

(

土
日
、

祝
祭
日
を
除
く)

五
人

Ｕ
タ
ー
ン
・
Ｉ
タ
ー

ン
就
農
希
望
者
、
他

産
業
か
ら
の
新
規
参

入
希
望
者
又
は
就
農

希
望
の
定
年
退
職
者

等
で
、
研
修
終
了
後

に
確
実
に
就
農
が
見

込
ま
れ
る
者

平
成
��･

�･

��

第
三
五
〇
二
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

警
察
本
部
会
計
課

公
安
委
員
会

区

分

二

ペ
ー
ジ

下 段

一
七 行

平
成
二
十
四
年
一
月
十
八
日

誤

平
成
二
十
四
年
一
月
十
二
日

正

正

誤



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号
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